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えようといったような大儀名分を設けるのも活動活

性化のひとつの方法と考える。ゴミ拾いに必要なゴ

ミの収集袋や回収場所、落書き、不法投棄を見かけ

た際の連絡先を一本化し、明確化することも安心し

て活動に参加するために必要である。それぞれが独

自で行っている活動に、統一した意識と複合的な効

果を期待できると考え、実現がかなうことを期待す

る。時を経ると最初の理念を保つのは困難となる。

市としてただ道具を貸し出す、ゴミを回収すればよ

いということにならないように 

・各部署を超えて横断的なさまざまな要素を併せ持

つものであること 

・人の繋がりを築く活動として楽しく魅力あるもの

に感じられること 

が大事で、そのことを長く持続していけるような新し

いしくみとして考えてほしい。いずれは清掃活動に参

加するグループ同士の交流などにも発展してほしい。 
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プロフィール 

石原 静佳 

三鷹市での 5 人の子育て経験から子どもにより良

い未来を残したいと考え、主婦と母親目線で防犯安

全、災害支援、地域清掃や家庭ごみのたい肥化、ご

み減量など関心のある分野のボランティアや勉強

会に積極的に携わっている。平成 23 年度第六小学

校 PTA会長、現みたか環境活動推進会議委員。最近

の活動では三鷹商工会主催第 2 回親子まちゼミに

て「身近な SDGs―みつろうラップをつくろう」を開

催し、地球温暖化問題への啓発とプラスチック使い

捨てを減らすために暮らしのなかで簡単に実践で

きるみつろうラップづくりを提案している。 

出典：一斉清掃の日 千代田区ホームページ 
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地域共生社会における美術館の在り方と公共性 

―アート・コミュニケーション事業から考える市民参加と第三の場― 

 

 

中嶋 厚樹 

 

 

1 はじめに 

 

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割

り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ご

と』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく社会である。1) 

厚生労働省は、近年改革の基本コンセプトとして、

「地域共生社会」の実現を掲げ、「地域共生社会」を

提案する背景として、「かつて我が国では、地域の相

互扶助や家族同士の助け合いなど、地域・家庭・職

場といった人々の生活の様々な場面において、支え

合いの機能が存在した。しかし、高齢化や人口減少

が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域に

おける支え合いの基盤は弱まっており、暮らしにお

ける人と人とのつながりが弱まる中、これを再構築

することで、人生における様々な困難に直面した場

合でも、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を

認め合い、そして時に支え合うことで、孤立せずに

その人らしい生活を送ることができるような社会と

していくことが求められている」としている。2 

地域共生社会において、公共施設としての美術館

にはどんな社会的役割が求められているのか、どの

ように在るべきだろうか。 

2020 年、新型コロナウィルス感染症の流行拡大に

伴い、美術館を取り巻く環境も大きく変化し、対人

距離の確保や来館者の安全確保、従事者の安全確保、

清掃、消毒、換気といった対策や入館可能時間の制

限や入館可能人数の制限、日時指定予約といった過

密解消、感染拡大防止に向けた様々な取り組みが行

われ、運営面においても大きな転換を余儀なくされ

ている。 

また、新型コロナウィルス感染症の流行拡大以前

の 2019年には日本で初めて ICOM3京都大会が開催さ

れ、プライナリーセッションとして時代とともに変

化し再編されてきた博物館の目的、方針、活動につ

いて博物館定義の再考が議論された。新型コロナ

ウィルス感染症の流行拡大がなかったとしても近年

が博物館の歴史においても一つの転換点であり、美

術館の役割や在り方も見直される時期にあった。 

本稿では、このような時代の転換点の中で、地域

共生社会における美術館の在り方や社会的役割を考

え、美術館を活用した実践事例を通じてその特徴を

考察し、まちづくりの提案を行うことを目的とする。 

はじめに美術館の社会的役割について、博物館世

代論や近年の政策から将来型の美術館の在り方につ

いて考える。その中で、現代における美術館の新た

な役割の実践事例として東京都美術館、東京藝術大

学による「とびらプロジェクト」を取り上げ、現代

社会のキーワードでもある社会包摂4やサードプレ

イス5という二つの点に着目した上で、実践事例によ

り得られる効果を検討し、最後に三鷹市へアート・

コミュニケーション事業の導入検討とアートを活用

したまちづくり提案をする。 

建築家の西沢立衛は美術館の公共性について、「日

本の公立美術館の多くは，いわゆる箱もの行政の典

型だといわれてきましたが、本当は公共の美術館と

いうものは、行政だけがやることではなくて、官民

問わずにいろんな人間が参加して、能動的につくっ

ていくものだと思います。美術館は行政の占有物で

はなくて、町の財産です。自分の町の一部であって、

毎日自分たちが使っている電車とか、道路とか公園

とか、そういうものと同等のものです。個人個人が

自分のスタイルで使ったり楽しんだりすべきものだ

し、町に美術館があることを町の人が誇れる、そう

いうものなのです。そのような公共性、公共空間は、

時代が変わるにつれて、また参加する個人の個性に

三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究
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2 

応じて、変わっていくものだと思います。」（西沢 

2010：19-20）と述べている。 

三鷹市において美術館に多くの人が集い、まさに

町に美術館があることを町の人が誇れる地域美術館

の在り方を提案したい。 

 

RQ1：これからの美術館に求められる社会的役割と

は。 

RQ2：アート・コミュニケーション事業の特徴や効

果とは。 

RQ3：市民が集い、市民がつくる美術館を三鷹市に

実現するには。 

 

2 美術館の社会的役割の変遷 

 

 これまでの美術館の社会的役割について、はじめ

に伊藤寿朗によって示されている博物館世代論から

みていくことにする。 

 

2.1 博物館世代論 

伊藤寿朗は、博物館の活動の内容は時代に沿って

変化しているとして博物館を三つの世代に分け、第

一世代は、国宝や天然記念物など稀少価値のある資

料（宝物）を中心に、その保存を運営の軸とする古

典的な博物館であるとし、第二世代は稀少資料だけ

でなく、さまざまな観点から集めた資料を積極的に

公開することを運営の軸としているとしている。そ

して、第三世代は社会が求める課題にもとづいて資

料の価値を発見し、つくりあげていく、市民の参加

を運営の軸とする将来の博物館像とした上で、参加

するという継続的な利用を通じて知的探求心をはぐ

くみ、住民の日常的利用が可能となる場所にあるこ

とを条件に、関心の薄い人をこそ対象にし、受け身

の学習ではなく、学ぶ力を育てることを目的とする

としている。さらに、参加中心の第三世代の博物館

への転換のカギになるのは継続的な利用者（リピー

ター）を重視するかどうかであるとし、圧倒的多数

が一過性の利用にとどまる中で、集会室や各種の教

育事業など継続的な活動の場や条件の整備に努力し

ている館では、新しい利用スタイルが確実に育って

いると述べている。（伊藤 1991：9-16） 

博物館という施設が、稀少価値のあるものを保存

する施設から、公開する施設、そして、市民参加を

運営の軸とする施設に時代とともに変化してきてい

る中で、これからの博物館の活動に市民参加をキー

ワードに挙げているところに注目したい。美術館と

いう施設においても同様に、保存や公開にとどまら

ず、市民参加が特に地域の美術館においても重要な

要素であるだろう。 

 

2.2 博物館の社会的役割 

 近年の博物館をめぐる提言や法律から博物館の社

会的役割に着目してみると、文部省が生涯学習審議

会の答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行

政のあり方について」（1998年）に打ち出された「公

立博物館の設置及び運営に関する基準」（1973年文部

省告示）の大綱化・弾力化を契機に、日本博物館協会

が文部省（当時）の委嘱を受け、2000年には『「対話

と連携」の博物館－理解への対話・行動への連携－

【市民とともに創る新時代博物館】』を作成している。 

その要旨では、21 世紀にふさわしい「望ましい博

物館」を、知識社会における新しい市民需要に応え

るため、「対話と連携」を運営の基軸に据え、市民と

ともに新しい価値を創造し、生涯学習活動の中核と

して機能する新時代の博物館であるとしている。 

2003年の「博物館の望ましい姿」では、「市民の視

点に立ち、市民と共に創る博物館」を実現するため、

3 つの視点に基づきそのあり方が設定され、2007 年

の「新しい時代の博物館制度の在り方」には博物館に

求められる役割についてでは、「集めて、伝える」博

物館の基本的な活動に加えて、市民とともに「資料を

探求」し、知の楽しみを「分かちあう」博物館文化の

創造へと示されている（文部科学省 2007：4）。 

 2006 年の「公立博物館の設置及び運営上の望まし

い基準」改正を経て、2011 年には、「博物館の設置

及び運営上の望ましい基準」（文部科学省告示）が制

定されている。 

 2018 年 3 月に閣議決定された、文化芸術推進基本

計画では、今後の文化芸術政策の目指すべき姿とし

て、「美術館、博物館、図書館等は、文化芸術の保存・

継承、創造、交流、発信の拠点のみならず、地域の

生涯学習活動、国際交流活動、ボランティア活動や

観光等の拠点など幅広い役割を有している。また、

教育機関・福祉機関・医療機関等の関係団体と連携
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して様々な社会的課題を解決する場としてその役割

を果たすことが求められている。」とされている（文

化庁 2018：6）。 

 近年のこうした変遷を見てみると、「対話と連携」

をキーワードとして議論が積み重ねられ、「市民参加」

が一貫して意識されてきていることがわかる。 

 

2.3 アート・コミュニケーション事業とは 

 2012 年より東京都美術館、東京藝術大学では市民

を含めた三者で構成されるソーシャルデザインプロ

ジェクト「とびらプロジェクト」を展開している。 

アート・コミュニケーション事業の出発点は、「東

京都美術館が取り組むべき新規事業の内容とその規

模～『人間にとっての表現の意味』を追求する新・

東京都美術館をめざして～」と題された 2007 年の

文化制度検討部会答申にあるとし、アート・コミュ

ニケーション事業の目的は「アート・リテラシーの

向上,作品とのコミュニケーションの促進」、事業内

容は「作品とのコミュニケーションに力点を置いた

教育普及,鑑賞教育的な視点からの企画・展示等」と

ある（稲庭・伊藤 2018：17）。 

 また、同答申では新・東京都美術館の基本的使命

（ミッション）として、大規模改修を機に、美術へ

のアクセシビリティや美術のコミュニケーション力、

多様な芸術の創造活動を重視し、主体的な美術の活

動拠点を目指し、4 つの基本理念が掲げられている。 

 

① 新しい芸術表現や表現者の発掘と育成 

② アート・リテラシーの涵養 

③ 創造と表現活動に対する支援 

④ 多様な芸術作品や表現の鑑賞機会の提供 

 その 4 つの基本理念実現のために行う事業展開と

して、新・公募／企画事業とともに掲げられている

のがアート・コミュニケーション事業である（文化

制度部会 2007）。 

 

3 アート・コミュニケーション事業の実践

事例 

 

 本章では、アート・コミュニケーション事業の実

践事例として「とびらプロジェクト」を具体的に取

り上げる。概要とともに、どのような場になってい

るのか、各地へのアート・コミュニケーション事業

の広がりについても触れたい。 

 

3.1 東京都美術館×東京藝術大学「とびらプ

ジェクト」の概要（とびらプロジェクト2020） 

 ｢とびらプロジェクト」は、美術館を拠点にアート

を介してコミュニティを育むソーシャルデザインプ

ロジェクトであり、アート・コミュニケータ「とび

ラー」6)と、学芸員や大学の教員、そして第一線で活

躍中の専門家がともに美術館を拠点に、そこにある

文化資源を活かしながら、人と作品、人と人、人と

場所をつなぐ活動を展開している。 

 とびラーは任期 3 年、会社員や学生、教員、専業

主婦や退職後の方など 18 歳以上の様々な方から構

成され、アートを介して誰もがフラットに参加でき

る対話の場をデザインし、様々な価値観をもつ多様

な人々（図 1）を結び付けるコミュニティのデザイ

ンに取り組んでいる。ボランタリーな活動ではある

が、美術館のサポーターではなく、学芸員や大学の

教員などの専門家とともに活動する能動的なプレイ

図 1（稲庭・伊藤 2018：47） 2018年度とびラー属性 147名 
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ヤーであり、学ぶことと実践することを繰り返して

いく。 

 

3.2 東京都美術館×東京藝術大学「とびらプ

ジェクト」の実践事例 

 とびらプロジェクトでは最初の 3 か月で美術館で

の活動とはどのようなものか、対話やクリエイティ

ブなコミュニケーションが生まれる場づくりなど新

しいコミュニティづくりの基本を学ぶ基礎講座を受

講する。 

 引き続き実践講座では、専門の外部講師や学芸員、

大学の教員が担当し、3 つの実践講座のうち 1 つ以

上を選択する。 

 

① 鑑賞実践講座（モノと人を考える） 

② アクセス実践講座（人と人を考える） 

③ 建築実践講座（ハコと人を考える） 

 

 こうした実践講座は、様々な視点で美術館の在り

方が考えられているが、一方向的な学びの提供にと

どまらず、参加者同士の意見交換や対話が重視され

ており、様々な世代の多様な人材がその場を共有し

ている強みが活かされている。 

 また、「とびラボ」と呼ばれるアート・コミュニケー

タが自発的に開催するミーティングで新しいプロ

ジェクトの検討と発信が行われる場があることも特

徴的である。新しいアイディアが思いついたら、「こ

の指とまれ！」で 3 人以上集まったら活動がスター

トする“この指とまれ式”とそこにいる人全員でア

イディアを重ね、出来ることを考える“そこにいる

人が全て式”でオリジナルの活動が生まれ、アート

を介したコミュニケーションの可能性を広げている。 

 「とびラボ」は実践講座と並行して、随時、活動、

解散を繰り返していく。 

 様々な世代の主体的な市民参加が実現し、美術館

という活動拠点で様々な思考錯誤が行われ、その中

心には常に対話が重視されている場となっている。 

 任期があることも、何となく参加するのではなく、

限りある時間の中での主体的な参加を促し、活動に

良い緊張感を与えている。 

 

 

3.3 アート・コミュニケーション事業の広がり7) 

 アートを介したソーシャルデザインプロジェクト

自体も、地域性を考慮し、形は違うものの、全国に

広がりつつある。各ホームページに記載のある主な

各活動拠点と概要は以下のとおり。 

 

① 札幌文化芸術交流センターSCARTS アートコ

ミュニケーター「ひらく」 

札幌文化芸術交流センター（指定管理者：公益

財団法人札幌市芸術文化財団）を拠点にアート

コミュニケーター「ひらく」が市民とアートの

つなぎ手として活動している。2020 年度第二期。 

 

② 岐阜県美術館 アートコミュニケータ―「～な

がラー」 

2019 年 11 月リニューアルオープンを機に、美

術館内にコミュニケーションルームを設置し、

新ビジョンである「美とふれあい、美と会話し、

美を楽しむ」を実現する試みとして、アートコ

ミュニケーター「～ながラー」を設置。 

  2020 年度第一期。 

 

③ たいけん美じゅつ場ＶＩＶＡ「トリばァ」 

産官学連携のまちづくりの取り組みとして、取

手市、東京藝術大学、ＪＲ東 

日本東京支社、株式会社アトレが連携。取手駅ビ

ル「ボックスヒル取手」4階に活動の拠点を 2019

年 12月に設置。（運営委託：ＮＰＯ法人取手アー

トプロジェクトオフィス）2020年度第一期。 

 

④ うーばープロジェクト アート・コミュニケー

タ「うーばー」 

宇部市から委託を受けた一般財団法人宇部市文

化創造財団が事業主体。2021 年に市制 100 周年

を迎えるにあたり、アートを介した新たなコ

ミュニティ（ＵＢＥアートコミュニティ）を創

出し、持続可能なまちづくり、地域活性化を目

指す、「うーばープロジェクト」を実施。2020 年

度第一期。 

 

⑤ 長野県立美術館  

「出会いと学びの場」の実現のための試みとし
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て、アート・コミュニケータを募集し、美術館

内にアート・コミュニケータルームを設置する。

2020 年度第一期。 

 

 事業の主体や活動拠点は美術館であったり、市か

ら委託を受けた公益法人であったり、市と大学と民

間企業であったりと様々である他、活動内容も異な

る面があり、その地域の規模や特性に合わせてそれ

ぞれの形で取り組まれている。 

 また、2021 年 11 月に新たに整備される八戸市美

術館は、アートを介した社会参画のプラットフォー

ムの形成を打ち出し、「よりよい地域づくりのために

は、様々な属性の人々がそれぞれ自分も社会の一員

であり、自分にも何かできるという自己肯定力を備

え、他者との連携・協働しながら、地域課題に向き

合う必要があります。このため、アートを介して異

なる分野同士が出会い、つながり、誰もが自由にフ

ラットな立場で対話したり、何かをつくるなどの機

会を創出し、地域を作り変えていく、アートを介し

た社会参画のプラットフォームを形成します。」とし

て、①アートファーマー、②ソーシャルサロンをあ

げている（八戸市 2020：8-9）。 

① アートファーマー 

「アートコミュニケータ―」という新しい概念を

取り入れ、美術館活動に関わる市民を、アートで

コミュニティを耕し育む「アートファーマー」と

位置づけ、アートファーマーが美術館のスタッフ

や専門家などとともに学び、美術と人との関わり

を考え、企画立案し実践するなど、人とつながり

ながら、様々な経験ができる環境を整えます。 

 

② ソーシャルサロン 

子どもから年配の方まで世代や立場に関係なく、

あらゆる人々が自然な形で社会参画できるフラッ

トな関係性を生み出せる場を美術館の中に恒常的

に持てるよう、ジャイアントルームを中心に、アー

トや美術館への関心の程度に関わらず、誰にとっ

ても居心地が良く、様々な過ごし方や活動が可能

な場をつくります。 

 

八戸市美術館の取り組みで注目すべきところは、

建物の設計段階からアート・コミュニケーション事

業を行うことを前提にした、展示室と同等のジャイ

アントルームと呼ばれる活動スペースを意図的に設

置し、新しい美術館の中核的事業として、アートを

介した社会参画のプラットフォームを整備している

ことにあり、新しい時代の美術館の在り方としても

注目されている。 

 

4 社会包摂と市民参加 

 

 本章では、現代社会においても注目すべき社会包

摂とサードプレイスという概念について、近年の文

化政策やアート・コミュニケーション事業との関連

性を示していく。 

 

4.1 美術館における社会包摂 

社会包摂とは、社会的に弱い立場に置かれている

人たちを排除するのではなく、包摂する社会を築い

ていこうという考え方で、1990 年代にヨーロッパで、

「社会的排除」の対になる概念として生まれた。 

はじめに、近年の文化政策における社会包摂の位

置づけを確認する。 

文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術

資源で未来をつくる－（第 4 次基本方針）（平成 27

年 5 月 22 日閣議決定）では、基本的視点として、

「文化芸術は、成熟社会における成長の源泉、国家

への威信付与、地域への愛着の深化、周辺ビジネス

への波及効果、将来世代のために継承すべき価値と

いった社会的便益（外部性）を有する公共財である。

また、文化芸術は、子供・若者や、高齢者、障害者、

在留外国人等にも社会参加の機会をひらく社会包摂

の機能を有している。このような認識の下、従来、

社会的費用として捉える向きもあった文化芸術への

公的支援に関する考え方を転換し、社会的必要性に

基づく戦略的な投資と捉え直す。」と公共財・社会包

摂機能の必要性について記述されている。 

 また、文化芸術推進基本計画－文化芸術の「多様

な価値」を活かして、未来をつくる－（第 1 期）（平

成 30 年 3 月 6 日閣議決定）では「文化芸術活動に触

れられる機会を、子供から高齢者まで、障害者や在

留外国人などが生涯を通じて、あらゆる地域で容易

に享受できる環境を整えるよう促すとともに、地域

における多様な文化芸術を振興するなど、文化によ
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る多様な価値観の形成と地域の包摂的環境の推進に

よる文化芸術の社会的価値の醸成を図る。」と記述さ

れ（文化庁 2018：21）、また「文化芸術は、人々が

文化芸術の場に参加する機会を通じて、多様な価値

観を尊重し、他者との相互理解が進むという社会包

摂の機能を有していることを示すとともに、子供か

ら高齢者まで、障害者や在留外国人などが生涯を通

じて、居住する地域にかかわらず等しく文化芸術活

動に触れられる機会を享受できる環境を整えること

が望まれている」としている（文化庁 2018：9）。 

 こうしたなかでとびらプロジェクトでは、アクセ

ス実践講座の実践の場として「障害のある方のため

の特別鑑賞会」が特別展ごとに休館日を利用して一

日行われ、身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳などをお

持ちの方とその介助者（1 名まで）を招待している。

アート・コミュニケータは、鑑賞のサポートを行う

ほか、障がい者との対話を通じて、社会包摂につい

て考え、美術館の在り方について学ぶ機会となって

いる。 

 近年の文化政策で社会包摂が意識されており、こ

れからの美術館に求められる役割としての社会包摂

の視点を、東京都美術館ではアート・コミュニケー

ション事業という形で実践が行われており、アート・

コミュニケータとして学びや経験を深める機会と

なっている。 

 

4.2 サードプレイスとしての美術館 

サードプレイスとは、アメリカの社会学者レイ・オ

ルデンバーグが提唱した概念であり、都市社会にお

いて、潤いのある地域社会が消滅しているのではな

いかという問題意識によって、その必要性が主張さ

れている。家庭を第一の場、学校や仕事場を第二の場

とした上で、第三の場を「サードプレイスというのは、

家庭と仕事の領域を超えた個々人の、定期的で自発

的でインフォーマルな、お楽しみの集いのために場

を提供する、さまざまな公共の場所の総称である。」

（オルデンバーグ 2013：59）と定義している。 

サードプレイスの重要な要素として、「都市とその

近隣住区が、わたしたちにその可能性を約束してい

るとおりに豊かで多様な交流を提供するには、人の

集まってくる〈中立の領域〉がなければならない。

個人が自由に出入りでき、誰も接待役を引き受けず

に済み、全員がくつろいで居心地よいと感じる、そ

んな場所がなければならない。」（前掲書：68）とし、

さらに、人を平等にする場所をレヴェラーとしたう

えで、「レヴェラーである場所は、その性質からして、

誰でも受け入れる場所だ。一般大衆にも敷居が低く、

正式な会員資格や入場拒否の基準がない。人間は、

自分の社会階級に最も近い人びとのなかから仲間や

友人や親友を選びがちだ。 

しかし、堅苦しいつきあいが可能性を狭め、制約

を加えがちなのに対して、サードプレイスは可能性

を広げる働きをする。誰にでも門戸を開き、社会的

身分差とは無縁の資質を重視することによって、

サードプレイスは、他者の受け入れに制約を加えよ

うとする傾向を阻止する。」（前掲書：70）と述べら

れている。 

また、基本的かつ持続的な活動の土台として「中

立の領域が場所を提供し、平等化があらゆるサード

プレイスの基本的かつ持続的な活動の土台をつくる。

その活動とは、会話にほかならない。そこでのおしゃ

べりが素敵であること、そしてそれが活発で、機知

に富み、華やかで、魅力的であることこそ、サード

プレイスというものを何よりも明確に表している。」

（前掲書：74）と述べている。 

中立性、平等性、そして会話が重要視されること

で活発で魅力的なサードプレイスが成立することに

ついて、あらためてアート・コミュニケーション事

業に当てはめてみると、アート・コミュニケーショ

ン事業の活動自体が、アートを介したゆるやかなつ

ながりであり、様々なバックボーンを持つ様々な年

代の人が分け隔てなく参加できることでの中立性、

平等性が担保されていること、そして、その活動の

中心はコミュニケーション、つまり会話であること

から、魅力的なサードプレイスとして機能する可能

性を感じられるだろう。 

 しいて条件を付け加えるならば、家庭や学校、職

場のような強固な絆はサードプレイスには必要ない。

第三の場が有効的に活用されるために必要なのは柔

軟性のあるゆるやかな絆であり、それが担保され、

重要視されることで、アート・コミュニケーション

事業がより有機的に機能する。 
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5 三鷹市へのまちづくり提案 

 

三鷹市における文化政策や公益財団法人三鷹市ス

ポーツと文化財団が指定管理者となっている三鷹市

美術ギャラリーの現状について聞き取り調査結果を

示し、アート・コミュニケーション事業導入のため

のまちづくり提案を行う。 

 

5.1  三鷹市における文化政策 

 2020 年 3 月に確定した、『第 4 次三鷹基本計画（第

2 次改定）』を見ていくと、三鷹市では「高環境・高

福祉のまちづくり」を進める 8 つの施策があり、そ

の一つに、「7.創造性と豊かさをひろげる生涯学習・

文化のまちをつくる」がある。 

現在の課題として、「芸術・文化のまちづくりでは、

三鷹市にゆかりの深い文学者の顕彰事業のさらなる

展開や芸術・文化に触れる機会の充実、文化施設の

効果的な保全・活用を進めるとともに、三鷹型エコ

ミュージアム8)の全市的な活動の展開に向けた取り

組みが重要となります。」とされ、さらに今後の施策

の方向性として、「文化の薫り高い三鷹を進めるため、

芸術文化の振興と市民の文化活動の活性化をめざし、

担い手の育成や教育普及活動等を進めるとともに、

地域文化財を活用した三鷹型エコミュージアム事業

の展開を図ります。」とある（三鷹市 2020：33）。 

 三鷹型エコミュージアム事業が中心の一つである

が、文化政策として、芸術・文化に触れる機会の充

実や、芸術文化の振興と市民の文化活動の活性化を

めざした担い手の育成などが示されている。 

 また、「8.ふれあいと協働で進める市民自治のまち

をつくる」では、主要事業として、全庁を対象にし

た「学び」と「コミュニティ」が融合したまちづく

りの推進が掲げられ、少子高齢化の進展により、地

域における活動やコミュニティの担い手不足が課題

となっている点が指摘され、「学び」と「コミュニティ」

が融合した、活動の循環と世代間の継承のための新

たな仕組みづくりを検討する旨や地域で主体的に取

り組まれている「学びと活動」の実態調査や活動し

ている市民、団体等の声を取り入れ、住民協議会の

役割も含めて将来を見据えた地域の活性化につなが

る具体的な方策の研究を進めると記されている。 

 三鷹市の文化政策について現状を把握するため、

三鷹市スポーツと文化部芸術文化課課長の井上仁氏

に聞き取り調査を行った。 

 

■インタビュー 

 日時：2021 年 1 月 18 日（月）15 時～16 時 

 場所：三鷹市役所第二庁舎 2 階 

 インタビュー形式：対面 

 インタビュー技法：非構造化インタビュー（スク

リプト未作成） 

 インタビュー相手：井上仁氏（三鷹市スポーツと

文化部芸術文化課 課長） 

 インタビュー目的：三鷹市の文化政策の概要の把握 
 

① 文化政策の現状について 

・コミュニティ行政という言葉があるが、三鷹市で

も市民の声を大切にする意識及び“参加と協働”

というキーワードが文化行政に限らず、行政全般

にある。出来ていること、いないことももちろん

あるが、市民の声を聞きながら市民と一緒につく

られる活動や市民主体の活動、地元住民やコミュ

ニティセンターを中心とした活動などが芸術文化

の面においても中心にある。 

・三鷹市芸術文化協会には芸術部門、芸能部門、文

化部門があり、それぞれの団体が所属する形であ

るが、活動は市民主体で行われている。 

・公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団では市民

に優れた芸術文化の提供と市民の自主的な芸術文

化活動の奨励、援助を行うことを目的として様々

な事業を行っており、特に担い手の育成という面

ではみたかジュニア・オーケストラの運営などが

挙げられる。また近年スポーツ事業、生涯学習事

業も含めて、総合的に行っている。 

・生涯学習センターでも市民大学事業が行われてお

り、三鷹市スポーツと文化財団と連携しながら、

芸術文化に興味がある市民に生涯学習センターを

利用するきっかけを提供している。 

・三鷹型エコミュージアム事業も新たな取り組みと

してスタートしている。 

・現状の課題としては、基本計画にもあるが、地域

における活動やコミュニティの少子高齢化やコ

ミュニティの在り方の変化、近所づきあいの減少

など地域におけるコミュニティの希薄化による担

い手の不足、高齢化があり、世代間継承も含めて

市民の声を聞きながら解決していく必要がある。  

三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究
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 主に基本計画に記載されている「7.創造性と豊かさ

をひろげる生涯学習・文化のまちをつくる」と「8.ふ

れあいと協働で進める市民自治のまちをつくる」につ

いて話を伺い、市民主体に活動が行われている歴史や

コミュニティ行政という言葉にあるように市民の声を

聞きながら協働でつくりあげていく三鷹市の行政とし

ての全般的な考え方について聞くことができた。 

 一方で、課題とされるコミュニティの少子高齢化

やコミュニティの在り方の変化といったコミュニ

ティの希薄化は、サードプレイスとしてどうかとい

う見方をすれば、改善の余地が大いにあるだろう。

中立性、平等性、そして会話が重要視されることで

活発で魅力的なサードプレイスとなるために様々な

世代が参加しやすい大胆な組織改革の必要があるの

ではないだろうか。 

 そういう意味でも、アート・コミュニケーション事

業という様々な世代の様々なバックボーンを持つ市民

参加は、三鷹市の現状の課題を好転させる大きな可能

性があり、そのうえでこれまでの三鷹市がこれまで

行って来ているコミュニティ行政の視点、市民が主体

に活動が行われることと同じ方向を向いて、“参加と協

働”というキーワードにも沿う形で新たなプラスの要

素として提案できるものになるのではと考える。 

 既存の組織されたコミュニティを変えることは簡

単ではないが、現状の方向性に沿う形で、あらたなプ

ラットフォームを行政が主体となって、積極的に様々

な世代の市民参加が実現する構造改革につなげたい。 

 

5.2 三鷹市美術ギャラリーについて 

 三鷹市美術ギャラリー（指定管理者：公益財団法

人三鷹市スポーツと文化財団）は、「人にやさしいま

ちづくり」の実現を目指すための文化ネットワーク

の一環として、交通至便な三鷹駅前商業棟 CORAL5 階

に 1993 年（平成 5 年）10 月開館。令和元年度は 2

つの展覧会で 8752 名（内有料 4512 名）が来場して

いる。（会期日数 118 日、一日平均 74 名）（公益財団

法人 三鷹市スポーツと文化財団 2020：18） 

三鷹市へのアート・コミュニケーション事業の導

入提案にあたり、地域美術館の現状について把握す

るため、三鷹市を代表する公立美術館である三鷹市

美術ギャラリー主任学芸員の大竹ゆき氏に聞き取り

調査を行った。 

■インタビュー 

 日時：2020年 10月 23日（金）15時～16時 30分 

 場所：三鷹ネットワーク大学 

 インタビュー形式：対面（他のまちづくり研究

員一名と合同インタビュー） 

 インタビュー技法：非構造化インタビュー（ス

クリプト未作成） 

 インタビュー相手：大竹ゆき（三鷹市美術ギャ

ラリー主任学芸員） 

 インタビュー目的：三鷹市美術ギャラリーの現

状と教育普及事業の把握 
 

① 現状の体制について 

・三鷹市美術ギャラリーの固有職員は 4 名。 

・企画、教育普及など役割分担はあるが、少数であ

るため、お互いに協力して業務を行っている。 

・土日や夜間も開館しているため、人員補助として

アルバイトに出勤してもらい、資料整理などでき

ることを行ってもらっている。 

・企画展会期中は会場監視、受付業務のため 15～20

名のアルバイトがシフト制で勤務。（一日あたり 6

～8 名程度） 

・展示室の一般貸出や他施設の貸出受付は業務委託。 

 

②現状の教育普及事業について 

・昨年度は総合学習授業として、出張事業「展覧会が

できるまで」、小学生対象のギャラリートークを行っ

た。（三鷹市立第四小学校、三鷹市立高山小学校） 

 学校教育との関わりは、全体にギャラリーの年間計

画などはお伝えする中で、各校の予定も考慮しなが

ら、個別に打ち合わせを行って実施しているため、

市内の小学校全校一律でなどは行っていない。 

・小学生対象のギャラリートークでは、ボランティ

アにファシリテーターをしてもらい、対話型鑑賞

（VTS）を取り入れた「対話型ギャラリートーク」

を実施している。ギャラリートークをするボラン

ティアは、現状 20 名程度はいるので、常時募集し

ているわけではない。また、一般の来館者が比較

的少ない平日の午前中に行われることが多い。 

・三鷹市美術ギャラリーが美術との出会いのきっか

けになるようなプログラムを用意し、多くの方に

来てもらいたいと強く思うが、美術に全く興味が

ない人をただ美術館に来させるようなイベント的

な内容ではなく、きっかけから興味に発展するよ
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 場所：三鷹ネットワーク大学 

 インタビュー形式：対面（他のまちづくり研究

員一名と合同インタビュー） 

 インタビュー技法：非構造化インタビュー（ス

クリプト未作成） 

 インタビュー相手：大竹ゆき（三鷹市美術ギャ

ラリー主任学芸員） 

 インタビュー目的：三鷹市美術ギャラリーの現

状と教育普及事業の把握 
 

① 現状の体制について 

・三鷹市美術ギャラリーの固有職員は 4 名。 

・企画、教育普及など役割分担はあるが、少数であ

るため、お互いに協力して業務を行っている。 

・土日や夜間も開館しているため、人員補助として

アルバイトに出勤してもらい、資料整理などでき

ることを行ってもらっている。 

・企画展会期中は会場監視、受付業務のため 15～20

名のアルバイトがシフト制で勤務。（一日あたり 6

～8 名程度） 

・展示室の一般貸出や他施設の貸出受付は業務委託。 

 

②現状の教育普及事業について 

・昨年度は総合学習授業として、出張事業「展覧会が

できるまで」、小学生対象のギャラリートークを行っ

た。（三鷹市立第四小学校、三鷹市立高山小学校） 

 学校教育との関わりは、全体にギャラリーの年間計

画などはお伝えする中で、各校の予定も考慮しなが

ら、個別に打ち合わせを行って実施しているため、

市内の小学校全校一律でなどは行っていない。 

・小学生対象のギャラリートークでは、ボランティ

アにファシリテーターをしてもらい、対話型鑑賞

（VTS）を取り入れた「対話型ギャラリートーク」

を実施している。ギャラリートークをするボラン

ティアは、現状 20 名程度はいるので、常時募集し

ているわけではない。また、一般の来館者が比較

的少ない平日の午前中に行われることが多い。 

・三鷹市美術ギャラリーが美術との出会いのきっか

けになるようなプログラムを用意し、多くの方に

来てもらいたいと強く思うが、美術に全く興味が

ない人をただ美術館に来させるようなイベント的

な内容ではなく、きっかけから興味に発展するよ
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うなプログラムをつくっていきたいという思いも

ある。学校の先生も転勤が多いので、継続する難

しさもあるし、逆に興味をもってくれている先生

とはどこにいっても一緒に行える関係性ができた

りする。 

・学校との連携については、美術館という非日常を経

験してもらうことで、子どもたちの学校では見せな

い一面を見ることができる他、先生以外の大人との

時間という意味でも貴重な機会になっている。  
 

聞き取り調査を行って、まずは、三鷹市美術ギャ
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館して美術館内でのギャラリートークが全校ではな

いが要望に応じて実施されていること、そして、作

品解説を行うボランティアのファシリテーターの存

在があることを知ることができた。限られた体制で

はあるが、美術館としての教育普及事業を実施する

ことで、より多くの人に来館して欲しいという思い

が実践として行われていることがわかった。 

アート・コミュニケーション事業の導入により、

現状の改善、手助けになる部分を考えるならば、現

状の固有職員 4 名とボランティアによる運営に、ボ

ランタリーな活動であっても、能動的に活動する

アート・コミュニケータを組織化することで、職員

と一緒になって三鷹市美術ギャラリーを考え、とも

につくっていくような活動を作り出せるのではない

かと考える。 

個人的には学校教育の場面で児童に選択するチャ

ンスがなく、大人の都合でアートに触れる機会がな

くなることは、特に三鷹市美術ギャラリーという

しっかりとした活動をしている町の財産があるから

こそ残念であるし、少しでも多くの子どもたちに

アートに触れる機会を提供したい。そのためにも三

鷹市美術ギャラリーの良質な取り組みをサポートし、

後押しできるような活動をアート・コミュニケー

ション事業の導入という形で実現できれば、現状を

少しでも良い方向に向けることができるだろう。 

 

 

5.3 アート・コミュニケーション事業導入提案 

東京都美術館、東京藝術大学が行っているソー

シャルデザインプロジェクトを同じ規模で、同じよ

うに展開するのは非常に困難であるが、アート・コ

ミュニケーション事業の広がりとして紹介したとお

り、その社会的意義や取組みへの共感は多くの地域

に伝播している。 

アート・コミュニケーション事業について、各地

への広がりにはこれといった型ではなく、その地域

ごとに工夫が見られ、様々な形で推進されているこ

とも示したとおりであるが、三鷹市にとってできる

こと、できる範囲を見極めてでも、出来る形で実現

していくことを提案したい。 

三鷹市の文化政策についても、現状を否定するも

のではなく、現状に沿う形でアート・コミュニケー

ション事業の導入を検討できると考えている。 

第一段階として、対話型鑑賞（VTS）の実践を通じ

たアート・コミュニケーションの普及啓発、短期的

には、対話型鑑賞(VTS)をサポートする任期付きの

アート・コミュニケータの育成していくことを活動

の中心に据えて、三鷹市美術ギャラリーをはじめと

した既存の美術館や博物館に負担とならない範囲で

共存共栄できるような活動の在り方を模索できれば

と考える。 

対話型鑑賞（VTS）は、1980年代に当時ニューヨー

ク近代美術館で教育部長を務めていたフィリップ・

ヤノウィンと認知心理学者のアビゲイル・ハウゼン

ら研究チームによって開発された鑑賞教育プログラ

ムに端を発した子ども向けに開発された美術の鑑賞

方法で、2000 年前後から日本でも美術館の教育プロ

グラムや学校教育の場でも取り入れられている。近

年ではビジネス領域や認知症、高齢者のケアへも展

開を進めており、その特徴は美術の知識に頼らずに、

ファシリテーターと呼ばれる進行役との対話を通じ

て、作品を鑑賞し、観察力や批判的思考力、コミュニ

ケーション力といった総合的な生きる力を醸成する。 

第二段階として、そういった活動を通じてコミュ

ニティとして組織化を目指したい。アート・コミュ

ニケータの育成を中心としたアート・コミュニケー

ション事業の導入、組織化は、地域共生社会を体現

する様々な年代の様々なバックボーンをもった市民

参加が実現し、それぞれにとっての第三の場となる。

三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究
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そしてそこから展開する事業の多くは幅広い世代に

とっての社会包摂の場になるだろう。 

三鷹市や三鷹市スポーツと文化財団といった公益

事業として、組織を形成し、将来的に三鷹市のシン

ボルとなるようなものとして、市民の多くと関わり

あいながら核となる事業としてアート・コミュニ

ケーション事業を行う組織ができれば、とびらプロ

ジェクトのような継続的な活動になっていくのでは

ないかと考えている。 

 第三段階として、そういった活動のひとつとして、

具体的に提案したいのが、学校教育の場においての

対話型鑑賞（VTS）の実践である。 

 対話型鑑賞(VTS)の効果について、開発者の一人で

もあるヤノウィンは、「子どもにとって VTS はさま

ざまな能力、たとえば、ヴィジュアル・リテラシー
9)や複合的な思考力と、それを伝えるための言語能

力、傾聴力、書くことへの関心と記述力、さらには

協働的な問題解決能力などを培う基盤となる」（ヤノ

ウィン 2015：12）と述べている。単に美術教育のた

めの場ではなく、子どもたちにとって思考力を育て

る場になることが期待できるだろう。アート・コミュ

ニケータとなった市民の実践の場として、現状三鷹

市美術ギャラリーが行えている活動を補完できるよ

うな活動になればよいと考えている。 

 同様に、超高齢化社会が進む中で、認知症対策、

高齢者のケアとしても対話型鑑賞（VTS）が実践され、

高齢者から子どもたちまで、様々なアート・コミュ

ニケータの実践の場を広げていくこと、アクセシビ

リティに配慮して多様な人々と美術館をつなぐ役割

としてのアート・コミュニケータが存在し、アート

を介したコミュニケーションが生まれるようになれ

ば活動自体が地域における財産になっていくだろう。 

 また、三鷹市には、三鷹市美術ギャラリーはじめ、

中近東文化センター附属博物館、東京都美術館と同

じく前川國男によって設計された国際基督教大学博

物館湯浅八郎記念館、三鷹市立アニメーション美術

館（三鷹の森ジブリ美術館）といった博物館施設、

三鷹市山本有三記念館などといった建築としても魅

力的な文化施設が多数ある。将来的にはそういった

環境を活動の舞台として、広くアート・コミュニケー

タが関わることができればより一層地域における

「人」と「場」をつなぐ活動になっていくのではな

いか。 

さらに、三鷹ネットワーク大学は、教育・研究機関

の地域への開放と、地域社会における知的ニーズを

融合し、民学産公の協働による新しい形の「地域の大

学」をめざすという目的のもと、様々なネットワーク

を築いてきていることもあり、これまで築いたネッ

トワークを活かすような関わり方も期待したい。 

三鷹駅前では三鷹駅南口中央通り東地区再開発事

業「子どもの森（仮称）」が予定されている。イメー

ジコンセプトとして、子どもたちが楽しいと思える

空間、親子、祖父母をはじめとしたさまざまな世代

の人が気軽にまちに出かけ、子どもたちと一緒にす

ごすことができる空間、家族や友人グループなどさ

まざまな世代が日常的に一緒に買い物や食事、娯楽、

学びを楽しめる空間、誰もがのびのびと落ち着いて

過ごせる空間、子育てや介護など、日常の悩みを共

有できる空間、自然とともに人やまちが成長できる

空間、バリアフリーに配慮し、障がい者にとっても

安心して過ごせる空間といった想定がしめされてい

る（三鷹市 2019）が、おおむねアート・コミュニケー

ション事業の一面として示してきたサードプレイス

や社会包摂といったものとの親和性が高いと感じて

いる。子どもの森に活動の拠点を設置することがで

きれば、立地としても三鷹市美術ギャラリーや三鷹

ネットワーク大学と連携を深めながら発展していけ

るのではないだろうか。 

三鷹市が「アート・コミュニケータのいる町」と

なり、子どもの森を活動拠点に学校教育の現場、高

 地域 
 貢献 

第三段階 
活動拠点の設置 

  及び学校及び地域と
の連携 

第二段階 
  アート・コミュ
ニケータの組織化 

第一段階 
対話型鑑賞をサポート 
するアート・コミュニ
ケータの育成 
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齢者施設、福祉施設などと広く連携し、まちの財産

としての美術館や博物館施設を活用したアート・コ

ミュニケーションが生まれ、市民が集い、市民がつ

くるアート・コミュニケーション事業が地域貢献の

大きな動きとなることを小さな一歩からでも進めて

いけることを望みたい。 

最後に、導入提案に差し当たり、アート・コミュ

ニケーション事業の推進に寄与する文化庁の事業を

紹介したい。文化庁は博物館が核となって実施する

地域文化の発信や子供や高齢者等あらゆる者が参加

できるプログラム、学校教育等との連携によるアウ

トリーチ活動、新たな機能の創造等を支援すること

によって、文化芸術立国の実現に資することを目的

として、地域と共働した博物館創造活動支援事業10)

を行っており、こうした経済的な支援は三鷹市に

アート・コミュニケーション事業を推進するにあた

り、一助となるだろう。 

 

6 おわりに 

 

 2020 年新型コロナウィルス感染症の流行拡大に

伴い、DX（デジタルトランスフォーメーション）11) 

時代と呼ばれる今日の日常のデジタル化は強制的に、

加速度的に進んだが、一方で他人との接触を控える

ことがよしとされ、これまで当たり前にあった人と

のふれあい、会話、コミュニケーションが生きてい

くうえでいかに重要であったかを考えさせられる時

間でもあったように思う。また、不要不急なものと

必要不可欠なものに大別され、不要不急は控えるよ

うにと言われて必要不可欠なものだけでの生活と

なった時に、あらためてそれぞれの人にとって不要

不急の中にも生きていく上で大事なものがあること

に気づいたりする時間であったのではないだろうか。

個人に留まらず、コミュニティの在り方や考え方も、

より考えさせられるテーマとなっているだろう。 

今回、地域共生社会における美術館の在り方と公

共性について考えるにあたり、一番伝えたかったこ

とは、コミュニティの在り方や居場所である。 

 アート・コミュニケーション事業は、老若男女様々

な人たちの参加が可能で、多くの人にとっての「居

場所」になる大きな可能性があると信じている。三

鷹のまちに、アート・コミュニケータが続々と誕生
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の特色に合わせて形を変えながらも、様々な地域に

伝播していることを示すことで、三鷹市ではできな

いことではないことを伝え、議論のきっかけになる

ような種は提示できたのではないかと思っている。

アート・コミュニケーション事業が少しでも多くの

方に認識される機会となり、こういった活動の必要

性を感じてもらうことで、ぜひ三鷹市にもという声

につながれば幸いである。 

最後に、伊藤寿朗は、「“参加・体験”を運営の軸

とする第三世代化の実現は、学芸員の体制、施設・

設備の条件が整った、県立レベルの大型館が有利に

みえる。しかし第三世代化がめざしているのは、市

民の主体的な“参加・体験”による、自己学習能力

の育成であり、市民と博物館が協同して新しい価値

を発見し、またつくりだしていくところに、その本

質がある。その点から、市民の日常的な活用が可能

であり、また市民へのフィードバックが可能な、地

域の中小の博物館こそが、第三世代化の舞台にふさ

わしい。」（伊藤 1993：153）と述べている。 

三鷹市でアートを介したソーシャルデザインプロ

ジェクトが実現し、市民による市民のためのアート・

コミュニケーション事業により幅広い世代が参加可

能な活動が行われることで誰かにとっての居場所と

なり、美術館に多くの人が集い、関わりあいながら、

活動やにぎわいが生まれることで誰かにとっての居

場所ができることを願っている。 

末筆ながら、本稿の執筆に際し、インタビューの

機会をいただき、聞き取り調査にご協力いただいた

三鷹市スポーツと文化部芸術文化課長の井上仁氏、

三鷹市美術ギャラリー主任学芸員の大竹ゆき氏に深

く感謝申し上げる。 

 

[注］ 

1)  ｢『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」

2017 年 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会

実現本部決定 

2)  ｢『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」

2017 年 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会

実現本部決定 

3)  International Council of Museum;国際博物館会議 

4)  違いのある人たちを、違いを尊重したまま受け入れる

社会を目指そうという考え方 

5)  アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグが定義する

コミュニティにおいて自宅や職場とはかけ離れた心

地の良い第 3 の居場所 

6)  とびラーはとびらプロジェクトに参加するアート・コ

ミュニケータの通称 

7)  アート・コミュニケータ、アートコミュニケータ―、

アートコミュニケータの表記については、統一せずに、

各所それぞれの表記をそのまま採用している。 

8)  エコミュージアム（Ecomuseum）とは、エコロジー（生

態学）とミュージアム（博物館）とをつなぎ合わせた

造語で、ある一定の地域において、住民の参加によっ

て、その地域で受け継がれてきた自然や文化、生活様

式を含めた環境を、総体として永続的な（持続可能な）

方法で研究・保存・展示・活用していくという考え方、

またその実践 

9)  絵や写真、図表、動画などといった視覚的なテキスト

を読み解き、発信する能力 

10) 文化庁地域と共働した博物館創造活動支援事業  

https://chiikitokyodo.bunka.go.jp/ 

11) 2004年にスウェーデンのウメオ大学教授、エリック・

ストルターマンが提唱した ITの浸透が、人々の生活を

あらゆる面でより良い方向に変化させるという概念。 
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プロフィール 

中嶋 厚樹 

株式会社スタジオジブリ 学芸員。2019 年度より

東京都美術館、東京藝術大学、市民がつくるアー

トを介したソーシャルデザインプロジェクト「と

びらプロジェクト」に参加し、アート・コミュニ

ケータとして活動している。研究の動機は、同プ

ロジェクトに参加する中で、世代も、職業も様々

な人々との交流を通じて居場所としてのアート・

コミュニケーション事業の可能性を感じ、三鷹市

のまちづくりに活かすことができるのではないか

と考えたため。今年度はアート・コミュニケーショ

ン事業の社会的意義について、三鷹ネットワーク

大学「民学産公」協働研究事業に取り組んでいる。 
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